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はじめに 

 

今年度，山形大学を震撼とさせる出来事が起こった。全

学の入試倍率が著しく低下したことである。近年，18 歳人

口の減少に伴って全国のほとんどの大学で入試倍率は続

落傾向にあった。そうした中にあって，東北地区の国立大

学法人の平均入試倍率は，全国のそれを常に下回ってき

た。だが，今年，東北地区の国立大学法人の中にその低

下に歯止めをかけた大学があり，山形大学は大学全体の

入試倍率が東北地区の国立大学法人で最低となってしま

った。 

ここで入試倍率の低下の原因や，その対策方法を論じ

るつもりはない。それは別の委員会で論じられ，対策が練ら

れて対処されていくはずである。ここでは，大学の生き残り

と FD の関連性について触れ，FD が山形大学の生き残り

にどのようにリンクしていくのかについて若干の考察を加え

ることにする。 

 

（1） 大学の生き残りと FD 

 

この問題に対してはすでに，本学の FD が本格的に始ま

った 6 年前の平成 12 年度の報告書『山形大学教養教育

改善充実特別事業報告書 教養教育授業改善の研究と

実践』の第 6 章「さらなる授業改善に向けて」の「3 大学の

方向性と FD について」で触れている。少々長いが一部を

引用してみよう。 

 

大学の大衆化，国立大学の独立行政法人化，大学

の淘汰など，いま大学の置かれている状況は極めて厳

しいものがある。そうした中，大学が直面しているもっと

も根本的な課題は，どのようにして自分の大学が生き

残っていくかということである。FD もそのための手段と

言ってよかろう。中には，いつの時代でも大学がある限

り授業改善をしていくのは当然だという人がいるかもし

れない。その言葉に間違いはない。しかし，そうした視

点に立つと，授業改善を組織的にする必要があるのか，

事はそれほど急を要するのかということになる。組織的

に行い急を要するのは，大学が潰れるかもしれないと

いう危機感があるからである。善かれ悪しかれこうした

時代認識を共有しないと，FD がどうして日本のすべて

の大学を席捲しているかが見えてこないであろう。どう

いう状況になろうと，山形大学が絶対に潰れないという

確信があるならば，時代に翻弄される必要はない。 

     （中略） 

全国の大学の専門家や多くの教員によって FD 活動

の素晴らしさを絶賛されたにもかかわらず，入学志願

者がいなくなり潰れる大学がでてくるかもしれない。FD

が大学を存続させる保証は何もないのだ。だが，りっぱ

な授業をしている素晴らしい教員が一杯いる大学が潰

れていいわけがない。FD の実践とその成果を積極的

に社会に宣伝していくことは，とても大切である。いい

授業といい教員がそろっている大学は，学生にとって

かけがえのないものだからである。宣伝していくことによ

って，FD は大学の生き残りのための大きな力となって

いくだろう。（下線は筆者） 

 

6 年前に触れたように，そして残念ながら現在でも，教育

や研究の質の高さが大学の存続を保証しはしない。入学

志願者がいなくなれば潰れてしまうのだ。確かに，授業料

に収入の多くを依存している私立大学とは違って，収入の

多くを国からの運営交付金に依存している国立大学法人

では単年度で経営的な危機に陥ることはない。しかし，入

学志願者数の減少が，学生定員の減，教員数の減，運営

交付金の減少，学部の改組や廃止，全学規模の縮小など

と負の連鎖反応を引き起こしていくことを予想することはそ

う難しいことではない。 

入学志願者数の減少を食い止めるには，多様な方法が

あるであろうが，中・長期的に見ると教育内容の質を向上し

ていくことが不可欠である。そして，個々の教員ができること

は自分の授業の内容と方法を改善し，より質の高いものを

提供し，目の前の学生の能力を伸ばしていくことしかない。

そうした努力によって，学生の満足度が上がれば，社会的

にも認知されていくであろう。FD とはそれにあずかることの

できる組織的な取組みである。 

平成 12 年度に指摘したことは，教育改善の広報であっ

た。大学内でいくらいいことをしてもそれが発信されなけれ

ば，受験生など外部のステークホルダーからは理解されな

い。では，この 6 年間に教育改善の広報活動は十分に行

われてきたのであろうか。 

本学の FD の広報活動は，①ホームページ，②学会，研

究会での発表，③他大学の FD 講演会での講演，④報告

書や出版物の公刊，⑤マスコミへの登載が挙げられる。 

①のホームページは『豊かな授業をめざして－山形大学

による授業改善の取り組み－』 

http://www.yamagata-u.ac.jp/gakumu/kaizen/ksite/  

index.html 

として，他大学のそれと比べても，かなり内容の充実したも

のとなっている。2004 年 4 月にアップして以後およそ 3 年間

でこれまで 41,600 件（2007 年 3 月 10 日現在）のアクセス

があった。この種のホームページとしてはかなり閲覧されて

いる。また，他大学からの評判もいい。また，②，③，④を通

して，全国の大学に山形大学の FD 活動はかなり認知され，

その内容は高く評価されるようになってきた。 

⑤について，平成 12 年度以降，FD を初めとした教育改

善の活動は，新聞やテレビなどのマスコミにかなり頻繁にそ
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して大きく取り上げられるようになってきた。受験雑誌にも大

きく載った。こうしたマスコミに対する広報活動は，こちらか

ら積極的に働きかけた成果であって，何気なく取り上げら

れたというような受動的なものではない。 

①から④の一連の広報活動によって，高等教育関係者

には山形大学の FD 活動は認知され，高く評価されるように

なった。しかしながら，⑤の積極的な働きかけにも関わらず，

高校生や高校の教師などにはほとんど知られていないのも

また事実である。2007 年に実施された，山形県内 6 大学・

短大の FD 組織である「地域ネットワーク FD“樹氷”」の諮問

委員会においても，山形県の高校長経験者から「山形県

の大学や短大でこんな素晴らしい取組みが行われていたこ

とを，今日まで知らなかった。おそらく県内の高校の先生や

生徒も知らないはずである。もっと広報活動をして知らせて

欲しい。我々は，生徒に地元の素晴らしい大学や短大に

入学して欲しいのである」というような趣旨のことを言われた。

また，別の諮問委員からは「山形大学は立派な FD のホー

ムページを立ち上げているが，これは高等教育関係者を対

象としたものであり，決して高校生を対象としたものにはみ

えない。もっと高校生に向けて発信していいのではないか」

ということが述べられた。 

確かに，ホームページは高等教育関係者を対象に作成

したものであり，高校生を対象としたものではなかった。

我々は，教育改善の内容を，ホームページを通じて高校生

に発信していく努力の必要性に遅まきながらに気づいた。

様々なメディアを用いて，県内や県外の高校長や生徒に

向かって，本学が取組んでいる教育改善や授業改善を発

信し，コミュニケーションを保っていかなければならない。 

FD と言う名の組織的な継続した授業改善活動は，本来，

地道な活動であり，大学の教育改革のインフラ（教育基盤）

整備であると言える。FD という基盤なしにどのような教育改

革も進めていくことはできない。しかし，全国でこの FD が整

備されている大学はそれほど多くはない。FD の充実自体

が大学の特色として発信できる状況にある。この点で山形

大学は全国の大学の中でかなりの相対的優位性を握って

いる。それは次の「FD の義務化」に大きく関わっている。 

 

（2） FD の義務化と FD の地域拠点校化 

 

2006 年 10 月の中央教育審議会・大学分科会で FD の

義務化が議論され，早ければ 2008 年 4 月から実施に移さ

れることになっている。文部科学省は，FD の義務化に伴っ

て，様々な問題が起こることを懸念している。その大きなとこ

ろは，小さな規模の大学や短期大学が自前で FD を推進し

ていくことはかなり困難なことであることは容易に推測できる

からだ。そこで，それを解消する方法が模索されている。そ

の一つが FD の地域拠点校化である。つまり，FD 先進校の

「大学教育センター」を拠点とし，それが周辺の大学や短

大の FD をリードしていく。この場合，地域の大学・短大は

FD のネットワークを形成する必要がある。 

京都大学の田中毎実教授は，こうした FD のネットワーク

のモデルとして本県の「地域ネットワーク FD“樹氷”」を，そ

して地域拠点校の例として山形大学を，文部科学省の勉

強会や様々な講演会で話している。全国レベルで見て，

FD の義務化の流れの中で，“樹氷”と山形大学は唯一と言

ってもいい成功例なのである。 

 

（3） FD のさらなる発展に向けた高等教育研究企画センタ

ーの改組 

 

FD の義務化が山形大学の追い風に働くとしても，本学

の FD が相対的な優位性を保てるのはほんの数年のことで

ある。FD の義務化によって，意欲のある大学は一挙に FD

を進めていくであろう。FD の優位性を保つためには，我々

は更なる発展を求められているのである。 

本学は平成 12 年度に，「学生による授業改善アンケー

ト」と「公開授業と検討会」の二大事業を開始し，翌年度に

「FD 合宿セミナー」を加えた。こうした事業を継続し改良し

ながら，「学生主体型授業」などの実験的な試みを加え，

FD を進めてきた。そして，本学の取組みを県内の大学・短

大に拡大し，平成 16 年度に「地域ネットワーク FD“樹氷”」

を形成した。“樹氷”は現代 GP に採択された。また，「みち

のく GP シンポジウム」や「FD 合宿セミナー」には他大学から

多くの参加者を集めた。こうした活動からも本学は東北レベ

ル，東日本レベルの大学間連携の FD の拠点校としての役

割を果たしてきた。 

平成 12 年度に開始した山形大学の FD はこれまで順調

に発展してきたが，FD の義務化に際して更なる飛躍を期

すためには，本学の FD の制度設計の改訂が必要となって

いる。 

FD の制度設計を担う母体は高等教育研究企画センタ

ーである。平成 16 年に設置されて以来，センターの教員は

すべて学部教員の兼務で賄われてきた。業務の多さにも

関わらず，授業の減免や予算措置は何も講じられてこなか

った。完全に教員のボランティア活動として行われてきたの

である。そこには自ずと限界がある。こうした状況下にあっ

て，昨年 11 月にセンターに 1 名の専任教員が赴任した。

専任教員は日本でも数少ない高等教育を専門とした研究

者である。彼に掛かる期待は大きい。しかし，彼はまだ若い

ので兼任スタッフの支援が必要である。そして任務と仕事

の多さを鑑みると，近いうちに専任スタッフの増員がはから

れなければならない。 

それにしても専任教員がゼロから 1 になったことは大きい。

また，センターでは平成 19 年 4 月より，「語学教育研究部

門」が「外国語教育センター」に発展することによって，この

部門はなくなる。そうしたこともあり，4 月より FD の新たな制

度設計の一環として，「FD・授業支援クリニック部門」を新

設する。この部門に全国レベルのコンテストでベストティー

チャーとなり，プレゼンテーションの専門家である他大学の

助教授を客員教員として迎える。 

 

（4） 個別対応型 FD の導入 

 

山形大学の FD は相互研鑽をモットーとし，自己研鑽に
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よって授業改善を進めてきた。これが本学の FD のフレーム

ワークであるが，これは全国のどこの大学でも基本的に同じ

である。本学では相互研鑽の装置として，全体の授業の中

で自分の授業が位置づけられるように「学生による授業評

価」の集計結果表に工夫がなされ，ピアレビューとして「公

開授業と検討会」や「FD 合宿セミナー」が開催されてきた。

さらに，互いの授業改善のノウハウを共有し活用するため

に『あっとおどろく授業改善』を公刊し，FD 研修会に参加し

ない教員にも利用可能なようにした。 

ところで，本学の「認証評価」のヒアリングで「改善されな

い授業についてはどのような手を打っているのか」という指

摘があったそうである。それに対して，上記の様々な試みを

回答したそうであるが，それが有効な方法であるかどうかは

誰しもが疑問に思うところである。その疑問の一つは「FD に

参加しない人はずっとしないだろう。そうした人たちを FD に

参加させる工夫はどうしているのか」ということである。第二

の疑問は「相互研鑽によって多くの教員は授業改善が進

んでいくと思われるが，そうした手法で授業改善できない教

員も現実にいるであろう。そうした人たちに対してどのような

対策を練っているのか」ということである。 

第一の疑問に対しては，参加すると明らかなメリットがあ

るようにすることである。それは授業改善に役立つということ

である。しかし，こうした良心性だけでは参加者は増えてい

かない。参加を義務づけなければ問題は解決しないことは

明白である。 

第二の疑問こそが本質的な問題である。非専門家同士

による相互研鑽というスタイルでは，自分の授業を改善する

ことができない教員が存在する。もしかすると，とてつもなく

長い時間をかければそうした教員の授業改善も相互研鑽

によって進んでいくのかもしれない。しかし，そこにかける膨

大な労力と忍耐力を考えると相互研鑽だけに授業改善を

委ねるわけにはいかない。社会の変化は激しく，社会から

求められているものももっと辛辣なのである。 

そこで，平成 19 年度から授業改善が進まないで困って

いる教員を対象とした個別対応型の FD を導入することに

する。対応するのは「高等教育研究企画センター」のスタッ

フで，その中心は専任教員と前述した「FD・授業支援クリニ

ック部門」の客員教員である。スタッフには臨床心理学者の

参加も予定している。この個別対応型 FD は日本のみなら

ず世界的にも前例がなく，かなり先進的で実験的な試みと

なっている。授業改善に有効な装置になるようにセンターの

スタッフも研鑽に努めていきたい。 

山形大学では，これまでの相互研鑽型 FD と個別対応

型 FD を組み合わせることによって，有効性のある FD を展

開していく。 

 

さいごに 

教育重視の校風の確立を 

 

教育の充実が大学を発展させていく。入学志願者の確

保についても，小手先のことよりも教育の充実がもっとも重

要なことである。教育の充実は，一人ひとりの教員の情熱と

誠意にかかっている。そうしたものが醸成されていく校風の

確立が待たれるところである。それもまた教員の真摯な努

力に負うところが大きい。 


